
 

1.患者家族支援課へ紹介したい患者さんの情報提供を直接電話 

いただき、診療情報提供書等を FAX してください 

2.その情報をもって当科で判定会を行います 

3.受け入れの可否についてご担当者へ連絡いたします 

4.ご担当者から患者さんへ連絡していただき、患者家族支援課へ 

直接患者さん側から外来予約の電話をするようお伝えください 

5.医師との外来診察終了後に緩和ケア病棟の見学・説明および 

入棟申し込みを行います 

 

 《注意事項》 

・医師との面談および診察になりますので外来初診料が発生いたします 

・外来初診時に診療情報提供書の原本・CD-ROM・保険証・お薬手帳を持参するよう 

患者さまへ伝えてください 

・初診の予約をとっている状態であっても受診前の緊急受け入れは出来かねますので 

ご了承ください 

・レスパイトケアでの入院は、事前予約制となっております 

 

 


